
令和７年４月版





戸建住宅、 共同住宅、 非住宅は 「建物全体」、 複合建築物は 「建物全体」 又は 「住宅部分」

「非住宅部分」 のいずれかでの認定となります。

外皮性能 ・一次エネルギー消費性能は、 それぞれ誘導基準に適合する必要があります。

非住宅は PAL ≦基準値です。*

低炭素建築物の認定基準について
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その他講ずべき措置には、 必須項目と選択項目があります。
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住宅 ・ 非住宅のメリットをご紹介します

メリット

メ リ ッ ト

ております。また、認定を受けた住宅については、次の税制・融資の措置対象となります。

税制特例（新築住宅の場合）

居住開始年 最大控除額（13 年間） 最大控除額

を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととし
認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積

所得税（ローン減税） 所得税（投資型）

（一般 0.15％） （一般 0.3％）

※

※1. 太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エ
    ネルギー源を利用する設備であって低炭素化に資す
    るもの
2. 燃料電池設備
3. コージェネレーション設備
4. 地域熱供給設備
5. 蓄熱設備
6. 蓄電池（床に据え付けるものであって、再生可能エ
    ネルギー発電設備と連系するものに限る。）
7. 全熱交換器
8. 雨水、井戸水又は雑排水の利用設備





※                より後に建てられた建築物の増改築については、建築物全体で誘導基準への適合を求めます。
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低炭素建築物認定を受けた建築物は、 建築物省エネ法第 11 条第 1項のエネルギー消費性能適合

性判定 （省エネ適判） を受ける必要がある場合には、 適合判定通知書の交付を受けたものとみな

されます。

建築物省エネ法の省エネ基準適合義務制度との関係を教えてください。




